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東海市短時間勤務会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要領 

 

■ 総則 

 （趣旨） 

第１ この要領は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員の任用、勤務条件等に関し、条例、規則等の内容を明示すると

ともに、必要な細目的事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

  法 地方公務員法をいう。 

  条例 東海市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和元年東海市条例第４８号）をいう。 

  規則 東海市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関す

る規則（令和元年東海市規則第３８号）をいう。 

  短時間勤務会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員のこ

とをいう。 

■ 任用関係 

 （採用に係る募集） 

第３ 短時間勤務会計年度任用職員の採用に当たっては、原則、広報誌、ホームペー

ジ等への掲載の方法により広く募集を行うなど適切な募集を行うものとする。また、

募集に際しては、年齢、性別等にかかわりなく募集し、次に掲げる事項を明示する

必要がある。 

  短時間勤務会計年度任用職員としての任用であること。 

  任用の期間、就業場所、就業時間、報酬額、健康保険の加入の要否等の勤務条

件に関すること。 

  法の服務及び懲戒に関する規定の適用を受けること。 

 【注意事項】 

 ・ 短時間勤務会計年度任用職員には、常勤職員のように定年による退職に関する
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規定が適用されないため、募集に際しての年齢制限の設定はできない。 

 ・ ４月１日から任用する短時間勤務会計年度任用職員の募集については、予算措

置等を勘案し、前年度の１月１日号広報から公募可能とする。 

 （採用に係る手続） 

第４ 短時間勤務会計年度任用職員の採用に当たっては、選考によることとし、短時

間勤務会計年度任用職員に任用されることを希望する者から別紙１「東海市短時

間勤務会計年度任用職員任用申込書」を提出させて、面接、当該申込書による書

類選考等により客観的な能力の実証を行った上で選考するものとする。 

 （任用期間） 

第５ 法に基づき、短時間勤務会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度内におい

て１年以内とする。なお、その期間に満たない場合で、やむを得ない事情があると

きは、その一会計年度内で更新をすることができる。 

 【注意事項】 

 ・ 従前の臨時的任用職員の任用期間は、任用期間の始め及び終わりは、臨時的任

用職員の休日（土曜日、日曜日、祝日等）以外の日としていたが、例えば、継続

的に１年間、任用する短時間勤務会計年度任用職員の任用期間は、休日等にかか

わらず、４月１日から翌年３月３１日までとすればよい。 

 ・ 原則として、同一時期に同一人を複数の課等で任用しないこと。 

 （任用方法） 

第６ 任命権者は、第４の規定により任用することとなった者に対し、業務開始前ま

でに別紙２「任用通知書」及び別紙３「短時間勤務会計年度任用職員の任用説明書」

を交付するものとする。 

 【注意事項】 

 ・ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１５条の規定により労働条件を明示

する必要があるとともに、書面により交付する必要がある項目も含まれているこ

と、また、法の服務及び懲戒に関する規定の適用を受けることについてあらかじ

め明示する必要があることから、必ず所定の様式により交付すること。 

 ・ 各課等は、所定の様式に補足資料を追加することができる。 

 ・ 臨時的任用職員の任用通知は、「東海市長」名で公印も「市長印」で統一してい
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たが、会計年度任用職員の任用通知は、任命権者ごとに任用通知書を発出し、ま

た、公印もそれに応じて、押印する。 

 （条件付採用） 

第７ 法に基づき、全ての短時間勤務会計年度任用職員は、１箇月の条件付採用期間

が設定される。 

２ 法及び東海市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則（令和元年東海市規則

第３９号）により、１箇月において実際に勤務した日数が１５日に満たない場合に

は、その日数が１５日に達するまでその短時間勤務会計年度任用職員の条件付採用

の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該職員の任期を超

えないものとする。 

【注意事項】 

 ・ 任用期間、勤務日数又は勤務時間の長短等により、条件付採用期間が省略され

ることはない。 

 （再度の任用） 

第８ 短時間勤務会計年度任用職員の任期の満了後に、当該職員を再度同一の職務内

容の職に任用することは可能である。この場合において、第３から第７までの手続

等を同様に行うものとする。 

 【注意事項】 

短時間勤務会計年度任用職員の職の設置については、毎年度予算でその職の必要

性が吟味されるため、任期の満了後に再度任用される場合は、新たな短時間勤務会

計年度任用職員として改めて任用されるものとする。よって所要の手続等を省略す

ることはできない。 

また、第９のの服務の宣誓は、再度の任用であっても任用ごとに必要である。 

■ 服務、懲戒等 

 （服務） 

第９ 短時間勤務会計年度任用職員には、次に掲げる法の服務に関する規定が適用さ

れる。 

  服務の根本基準（法第３０条） 

  服務の宣誓（法第３１条） 
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  法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第３２条） 

  信用失墜行為の禁止（法第３３条） 

  秘密を守る義務（法第３４条） 

  職務に専念する義務（法第３５条） 

  政治的行為の制限（法第３６条） 

  争議行為等の禁止（法第３７条） 

【注意事項】 

・ 法第３８条の営利企業への従事等の制限は、対象外となるが、職務に専念する義

務、信用失墜行為の禁止の観点から報告を妨げるものでないことから、短時間勤務

会計年度任用職員任用申込書に内容の記載をさせる。 

・ 職務に専念する義務の免除については、常勤職員に準じて取り扱う。 

 （懲戒及び分限） 

第１０ 短時間勤務会計年度任用職員には、次のとおり法の懲戒に関する規定が適用

される。 

 免職 

 停職 １箇月から６箇月までの範囲内 無給 

 減給 １箇月から６箇月までの範囲内 報酬の１／１０以下 

 戒告 その責任を確認し、将来を戒めるもの 

２ 減給の効果として、東海市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４４年

東海市条例第１７号）の規定により、勤務１時間につき、基本報酬の額の１０分の

１以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。 

３ 短時間勤務会計年度任用職員には、法の分限処分に関する規定が適用される。 

■ 報酬 

 （報酬の種類） 

第１１ 条例及び規則の規定により、短時間勤務会計年度任用職員に対する報酬は、

次に掲げるとおりとする。 

  基本報酬 

  時間外勤務に係る報酬 

  休日勤務に係る報酬 
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  夜間勤務に係る報酬 

 （基本報酬） 

第１２ 条例の規定により、基本報酬は、次に掲げるとおりとする。 

  基本報酬については時間額で定め、その額は地域手当に相当する額を加味した

額とする。 

  基本報酬の額は、時間額３，０００円以内とする。 

  基本報酬は、勤務時間数に応じて支給する。 

２ 別表第１のとおり職ごとの時間額を規則で定める。 

  ※ 職ごとの単価設定には、常勤職員の給料表における号給が設定されている。 

   例：一般事務補助員 行（一）１級１号 

３ 規則の別表（別表第１）に規定する在職期間については、次のとおりの運用とす

る。 

  在職期間とは、当該職に通算して在職している期間（例：一般事務補助員から

保育士に職を変更した場合は通算しない。）とする。ただし、次の職種間での任用

変更等については、それぞれ通算する。 

  ア 補充保育士、保育士、早朝保育士、時間延長保育士 

  イ 保育補助員、早朝保育補助員、時間延長保育補助員 

  ウ 放課後主任指導員、早朝放課後主任指導員 

  エ 放課後指導員、早朝放課後指導員 

  放課後主任指導員で任用されていた者が放課後指導員に任用される場合におい

ては、放課後指導員及び放課後主任指導員の在職期間を通算する。また、早朝放

課後主任指導員で任用されていた者が早朝放課後指導員に任用される場合、子ど

も教室主任指導員で任用されていた者が子ども教室指導員に任用される場合にお

いても同様とする。 

  において在職期間を通算された各職の指導員が再度、各職の主任指導員に任

用される場合においては、指導員の在職期間は考慮せず、主任指導員の在職期間

を加味する。 

  任用の空白期間が６箇月を超える場合は、通算しない。 

  規則の別表第３号の市長が別に定める者は、次のとおりとする。 
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  ア 東海市において一般事務職の再任用職員として任用されていた者で一般事務

補助員として任用されるもの及びその者に準ずるもの 

  イ 次の表の左欄に掲げる職に任用され、それぞれ同表の右欄に掲げる職の公務

経験、資格等を有する者    

職 公務経験、資格等 

地域安全指導員 警察官 

家庭児童相談員 保育士、教員、看護師、社会福祉士、

精神保健福祉士、保健師 

高齢者あんしん見守り相談員 看護師 

教育相談員 教員 

社会教育指導員 教員 

  短時間勤務会計年度任用職員の単価変更（別表第１の在職期間に応じた単価の

区分が変更することをいう。以下同じ。）する日は、常勤職員の昇給日と同様に毎

年４月１日とする。よって、再度の任用により単価変更の要件が具備されるに至

った場合においては、その日の属する年度の翌年度の４月１日から新しい基本報

酬の額を適用する。 

  在職期間の算定における休業等の期間の取り扱いは、次のとおりとする。 

ア 東海市職員の育児休業等に関する条例（平成４年東海市条例第１６号）の規

定により育児休業を承認された期間があるときは、当該期間の２分の１に相当

する期間（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を在職期間に算

入する。 

  イ 法第２８条第２項各号の規定により休職を命ぜられた期間がある場合におい

て、当該休職期間が３０日を超えるときは、その超える部分の日数を除いた期

間を算入し、３０日を超えないときは、その全期間を算入する。 

 在職期間の年数の算定にあたっては、⑴から⑹までの規定により通算される期

間の日数を合算して判定するものとする。この場合において、算定の基礎となる

日数は、任用期間の日数から、⑺の規定により算入しないこととされた期間の日

数を除いた合計とする。 

 前項の規定により合算した日数が次の各号に定める日数に達したときは、⑹の

規定の適用にあたり、別表第１に規定する期間を満たしたものとみなす。 

 ア １，０９５日（在職期間３年） 
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 イ ２，１９０日（在職期間６年） 

【注意事項】 

 ・ 別表第１に定める職ごとの基本報酬の単価設定には、号給を設定しているため、

人事院勧告、国に準じて、改定される可能性がある。この場合は、常勤職員の給

与の改定に係る取扱いに準じた改定を基本とする。（＝差額支給や減額調整を行

う可能性がある。） 

 ・ 新たな職が生じた場合は、職員課と協議すること。規則改正は、３月に行う。 

・ 当初任用が４月２日から翌年３月３１日までの場合（いわゆる、年度途中の任

用者）は、単価変更の要件を具備した日の属する年度の翌年度の４月１日に単価

変更することとなる。 

  例：Ｒ２．４．３に任用→Ｒ５．４．３に単価変更するのではなく、Ｒ６．４．

１に単価変更する。 

 ・ 報酬の計算の端数処理については、小数点以下は四捨五入する。 

  例：一般事務補助員 １，３２０円 月の勤務時間が８０時間４５分 

    １，３２０円×８０．７５時間＝１０６，５９０円 

 ・ 報酬の支払に際しては、所得税、社会保険料等法令に定められたものを控除す

る。 

  【ケース集】 

 [・ 例] 

 在職期間の通算の例 

  

区分 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10年度 

放課後 

主任指導員 

   〇 

(1年目) 

〇 

(2年目) 

 〇 

(3年目) 

〇 

(4年目) 

 

放課後 

指導員 

〇 

(1年目) 

〇 

(2年目) 

〇 

(3年目) 
（→通算） 

(4 年目) 

（→通算） 

(5 年目) 

〇 

(6年目) 
（→通算） 

(7 年目) 

（→通算） 

(8 年目) 

〇 

(9年目) 

 （基本報酬以外の報酬） 

第１３ 条例及び規則の規定により、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務（以下「時

間外勤務等」という。）に係る報酬については、一部を除き、常勤職員の時間外勤務

手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当と同様の取扱いとする。 

⑵ 複数の職を兼務している場合において、それぞれの勤務時間を合算した結果、
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週（日曜日から土曜日まで）３８．７５時間を超えて勤務することとなったとき

は、原則として、新たに任用された職（予算）において、時間外勤務等に係る報

酬を支給するものとする。 

【注意事項】 

・ 短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬について制度設計はし

ているものの、原則は、短時間勤務会計年度任用職員には時間外勤務等を命令し

ないこと。 

・ 報酬の割増単価の計算の端数処理については、小数点以下は四捨五入する。 

  例：一般事務補助員 １，３２０円 １２５/１００の２．２５時間の時間外勤

務に係る報酬 

    １，３２０円×１．２５=１，６５０円 

    １，６５０円×２．２５Ｈ＝３，７１２.５円≒３，７１３円 

 （報酬の支給） 

第１４ 条例及び規則の規定により、報酬は、月の１日から末日までを計算期間とし、

毎月１８日（その日が土日祝日のときは、直前の平日）を支給日とする。ただし、

特別の事情があるときは、別に定める日とする。 

■ 期末手当 

 （期末手当に係る基準日） 

第１５ 条例の規定により、期末手当の基準日は、６月１日及び１２月１日とする。 

 【注意事項】 

条例の規定により、基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年

度任用職員も期末手当の支給対象となる。 

６月１日基準日→５月１日から３１日までの間に退職等した場合は、支給対象 

１２月１日基準日→１１月１日から３０日までの間に退職等した場合は、支給対象 

 （期末手当に係る対象となる任期） 

第１６ 条例及び規則の規定、期末手当の支給対象となる短時間勤務会計年度任用職

員の任期は、次に掲げるとおりとする。 

  その職の任期が６箇月以上 

  その職の任期が６箇月に満たないが、その職の任期と次に掲げる任期が、６箇
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月以上 

ア 条例の適用を受ける他の職の短時間勤務会計年度任用職員としての任期（任

命権者が異にする任期又は水道事業及び下水道事業での短時間勤務会計年度任

用職員としての任期をいう。） 

イ 基準日が６月１日の支給のときに前年度の１２月１日から３月３１日までの

間における上記アの任期（当該年度の職と前年度の職が同一の場合も含む。） 

【ケース集】 

 [のイ 例１]  

６月１日基準日 前年度の期間を通算すると６箇月となるＯＫ  

12/1                     4/1                6/1                       12/1 

○○課在籍   

 ○○課在籍 退職 

 

 [のイの例２]  

６月１日基準日 前年度の期間と任用見込みを含め通算するとＯＫ 

2/1              4/1               6/1           7/31    12/1 

○○課在籍    

 △△課在籍  退職 

 [の例３]  

１２月１日基準日 様々な課で所属しているが、期間は通算するとＯＫ 

6/1           8/1        10/1      12/1   12/31               3/31 

○○課在籍  □□課在籍  退職 

 △△課在籍    

[の例４]  

１２月１日基準日 任用期間に空白期間があるが、通算すると６箇月を超えるた

め、ＯＫ。ただし、任用の空白期間が１箇月を超えている場合は、条例の規定によ

り期末手当基礎額の算定においては、直近の任期における基本報酬の額のみが算定

の対象となる。 

6/1        7/20     9/1        12/1      2/28      3/31 

○○課在籍  △△課在籍  退職 

 空白期間 期末手当基礎額の対象期間   
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 （期末手当の支給率） 

第１６の２ 条例の規定により期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．

２５を乗じて得た額とする。 

【注意事項】 

 ・ 期末手当の支給率は、常勤職員と同様の率となっており、人事院勧告、国に準

じて、改定される可能性がある。この場合は、改定時期については、常勤職員の

給与の改定に係る取扱いに準じた改定を基本とする。なお、年度途中に支給率が

改正された場合には翌年度において平準化される予定である。 

 ・ 期末手当の支払に際しては、所得税、社会保険料等法令に定められたものを控

除する。 

 （期末手当基礎額） 

第１７ 条例及び規則の規定により、期末手当基礎額は、基準日前６箇月以内の短時

間勤務会計年度任用職員が受けるべき基本報酬等の総額を６で除して得た額（１

００円未満の端数は切り捨てる。）とする。ただし、任用の空白期間が１箇月を超

える場合は、直近の任用に係る報酬金額でしか算定しない。 

 【注意事項】 

 ・ [兼務の場合] 

・６箇月以上の任用は任命権者が異なっていても全て合算する。 

  ・該当する任用を全て合算して算出した支給額に対して所得税等を計算する。 

  ・支給額及び所得税は、主となる職（任用時間等で判断する。）の主科目において、

措置する。 

【ケース集】 

・ １２月１日基準日 任用の空白期間が１箇月を超えている場合は、条例の規定に

より期末手当基礎額の算定においては、直近の任期における基本報酬額のみが算定

の対象となる。 

6/1        7/20     9/1        12/1      2/28      3/31 

○○課在籍  △△課在籍  退職 

 空白期間 期末手当基礎額の対象期間   

 ６月・７月の勤務：９０，０００円（算定対象外） 

 ９月から１１月までの勤務：９０，０００円（算定対象） 
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 ９０，０００円×３月÷６=４５，０００円 

・ １２月１日基準日  

４月１日から６月３０日まで２０Ｈ未満の保育士（休憩保育士） 

  ７月１日から３月３１日まで２０Ｈ以上の補充保育士 

 

6/1                7/1                   12/1                       3/31 

保育士(休憩対応）   

 補充保育士  

 ６月の勤務：５０，０００円（算定対象外） 

 ７月から１１月までの勤務：１５０，０００円（算定対象） 

  （１５０，０００円×５月）÷６＝１２５，０００円 

 （期末手当を支給しない短時間勤務会計年度任用職員） 

第１８ 条例及び規則の規定により、勤務時間数等を考慮して期末手当を支給しない

短時間勤務会計年度任用職員は、次に掲げるとおりとする。 

   １週間の勤務時間が２０時間に満たない者 

   任期の初日から基準日までの期間が１箇月以内である者 

    ６月１日が基準日→５月２日以降の新規任用は、対象外 

    １２月１日が基準日→１１月２日以降の新規任用は、対象外 

   その他、休職中や停職中の者など 

【注意事項】 

 ・ ２０時間の算定に関して、月●日勤務などの変則的な任用条件の場合の１週間

の勤務時間の計算方法は、雇用保険の加入の有無を判断する場合の計算方法に準

じる。 

  例：月１７日勤務 １日５．５時間勤務だった場合 

    １７日×５．５Ｈ×１２月÷５２週＝２１．５７Ｈ（１週間の勤務時間） 

 ・ ２０時間の算定に関して、兼務をしている場合は、それぞれの職の任用期間が

６箇月以上の場合は、合算して期末手当の支給対象となる。 

  例：任用期間がそれぞれ１年の早朝保育士（週５Ｈ）と時間延長保育士を兼務（週

１５Ｈ）は対象 

 （期末手当の支給日） 
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第１９ 条例及び規則の規定により、期末手当の支給日は、次に掲げるとおりとする。

ただし、その日が土日祝日のときは、直前の平日とする。 

   ６月１日が基準日→６月３０日に支給 

   １２月１日が基準日→１２月１８日に支給 

■ 勤勉手当 

 （勤勉手当に係る基準日） 

第１９の２ 条例の規定により、勤勉手当の基準日は、６月１日及び１２月１日とす

る。 

 【注意事項】 

条例の規定により、基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年

度任用職員も勤勉手当の支給対象となる。 

６月１日基準日→５月１日から３１日までの間に退職等した場合は、支給対象 

１２月１日基準日→１１月１日から３０日までの間に退職等した場合は、支給対象 

 （勤勉手当に係る対象となる任期） 

第１９の３ 条例及び規則の規定、勤勉手当の支給対象となる短時間勤務会計年度任

用職員の任期は、次に掲げるとおりとする。 

  その職の任期が６箇月以上 

  その職の任期が６箇月に満たないが、その職の任期と次に掲げる任期が、６箇

月以上 

ア 条例の適用を受ける他の職の短時間勤務会計年度任用職員としての任期（任

命権者が異にする任期又は水道事業及び下水道事業での短時間勤務会計年度任

用職員としての任期をいう。） 

イ 基準日が６月１日の支給のときに前年度の１２月１日から３月３１日までの

間における上記アの任期（当該年度の職と前年度の職が同一の場合も含む。） 

【ケース集】 

 期末手当と同様のため、第１６のケース集を参考にすること。 

 （勤勉手当の支給率） 

第１９の４ 条例及び規則の規定により勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、短時間

勤務会計年度任用職員の勤務成績による割合（１００分の３１８．７５を超えな
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い範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるもの）を乗じて得た額

とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手

当の支給対象となる短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の

１０６．２５を乗じて得た額の総額を超えてはならないものである。 

【注意事項】 

 ・ 勤勉手当の支給率は、常勤職員と同様の率となっており、人事院勧告、国に準

じて、改定される可能性がある。この場合は、改定時期については、常勤職員の

給与の改定に係る取扱いに準じた改定を基本とする。なお、年度途中に支給率が

改正された場合には翌年度において平準化される予定である。 

 ・ 勤勉手当の支払に際しては、所得税、社会保険料等法令に定められたものを控

除する。 

 （勤勉手当基礎額） 

第１９の５ 条例及び規則の規定により、第１７の期末手当基礎額の規定を準用する。 

【ケース集】 

 期末手当を準用するため、第１７のケース集を参考にすること。 

 （勤勉手当を支給しない短時間勤務会計年度任用職員） 

第１９の６ 条例及び規則の規定により、第１８の期末手当を支給しない短時間勤務

会計年度任用職員の規定を準用する。 

 （勤勉手当の支給日） 

第１９の７ 条例及び規則の規定により、第１９の期末手当の支給日の規定を準用す

る。 

■ 費用弁償 

 （通勤に係る費用弁償の支給） 

第２０ 通勤に係る費用弁償は、１箇月単位で支給する。規則の規定により月の途中

から任用された場合は、任用された翌月から支給の対象となる。よって、任用され

た月の費用弁償は支給されない。なお、月の途中で通勤経路等が変更となった場合

も同様に翌月から変更となる。 

２ 条例の規定により、出張、休暇、欠勤等の理由によりその月の出勤が１度もなか

ったときは、その月の費用弁償は支給しない。 
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３ 規則の規定により、１箇月の勤務日数が４日に満たない任用条件の短時間勤務会

計年度任用職員は、支給対象外とする。 

 ※ 選挙事務、ごみ袋一斉配布業務などの単発的な業務への従事者を想定 

４ 条例の規定により、通勤に係る費用弁償は、報酬の支給日と同様に毎月１８日（そ

の日が土日祝日のときは、直前の平日）を支給日とする。ただし、特別の事情があ

るときは、別に定める日とする。 

 （公共交通機関を利用する通勤に係る費用弁償） 

第２１ 通勤に公共交通機関を利用する短時間勤務会計年度任用職員の費用弁償の額

は、１箇月の定期券の額と通勤所要回数分の運賃額（実費額）と比較して安価な方

の額とする。なお、条例により５万５，０００円が上限額となる。 

 【注意事項】 

・ １箇月の定期券の額が上限であることから、上限額を任用通知に記載するが、あ

くまで原則の支給額は、通勤所要回数分の運賃額（実費額）であるため、毎月、実

際の通勤所要回数分の運賃額を確認すること。 

 【ケース集】 

・ 遠方から市内の大学に通学している学生へは、通学のための定期券は持っている

と思われるが、原則どおり支給する。 

 （自動車等を利用する通勤に係る費用弁償） 

第２２ 条例の規定により次の表のとおり、自動車等の使用距離、１週間の勤務日数

によって支給する。 

【注意事項】 

・ １週間の勤務日数の判断に際して、例えば、月●●日勤務のような変則勤務の場

合は、●●÷４週で算出する（小数点未満切り捨て）。 

 例：月１７日勤務の任用 

区  分 週 5 日 

以上勤務 

週 4 日  

 

週 3 日  

 

週 2 日  

 

週 1 日  

 

2km 未満 0円 0円 0円 0円 0円 

2km以上 5km 未満 2,000 円 1,600 円 1,200 円 800 円 400 円 

5km 以上 10km 未満 4,200 円 3,360 円 2,520 円 1,680 円 840 円 

10km以上 15km未満 7,300 円 5,840 円 4,380 円 2,920 円 1,460 円 

15km以上 10,400 円 8,320 円 6,240 円 4,160 円 2,080 円 
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   １７日÷４週＝４．２５≒４日 

・ 変則勤務で２箇月や３箇月のような短期間で、シフト勤務をするような場合は、

任用期間内の勤務日数を任用期間内の週の数で除して算出する。 

・ 任期は継続的に１年であるものの、学校の休業期間（夏休み等）により、一定の

期間の勤務実績が想定されない場合は、年間の実勤務日数を４６週（５２週－６週）

で算出する（小数点未満切り捨て）。 

 例：２００日÷４６＝４．３４≒４日 

【ケース集】 

・ 交通指導員のように同一職種で、朝夕２回の出勤がある場合は、片道の距離を２

倍にして算出する。 

・ 早朝保育士と時間延長保育士を兼務しているような場合、それぞれの任用に応じ

て支給する。 

・ 学校関係の職で、週４日の判定となった場合でも例えば８月の勤務実績がなかっ

た場合は、費用弁償は支給しない。 

・ 月途中の任用で、かつ、任用期間が短期のときの考え方 

  想定ケース１：７月１７日から９月２５日の任用 月～金の勤務 

  ７月：月の途中の任用のため、支給なし 

  ８月、９月：週５勤務想定 

  想定ケース２：７月１７日から９月２５日の任用 シフト指定で３０日間の勤務 

  ７月：月の途中の任用のため、支給なし 

  ８月、９月：３０日÷１１週（任用期間内の週の数）＝２．７２≒２日  

 （公務のための旅行に係る費用弁償） 

第２３ 条例及び規則の規定により、短時間勤務会計年度任用職員が公務のための旅

行をする場合は、行政職給料表（一）による１級の常勤職員等と同様の取扱いとす

る。 

■ 勤務時間及び休暇 

 （勤務時間） 

第２４ 短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は、１日７時間以内又は１週３５時

間以内で１５分単位とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、常勤職員の育児休業、分限休職等の代替により任用す

る短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は、１日７時間３０分以内又は１週３７

時間３０分以内で１５分単位とする。 

３ 休憩時間は、１日の勤務時間が６時間を超えるときは、勤務時間の途中に原則１

時間の休憩時間を置かなければならない。ただし、当該短時間勤務会計年度任用職

員の承諾のある場合は、労働基準法の規定する４５分とすることができる。 

４ 始業時間、勤務時間、休憩時間及び週休日は、任用の際に定め、任用通知書に明

記する。 

５ 所属長は、短時間勤務会計年度任用職員に対して、原則、任用通知書による勤務

時間を超えて時間外勤務命令を出してはならない。ただし、業務の都合によりやむ

を得ない場合に限り、通知した勤務時間を超えて勤務させることができる。 

【注意事項】 

短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬について制度設計はし

ているものの、原則は、短時間勤務会計年度任用職員には時間外勤務等を命令しな

いこと。 

６ 所属長は、業務の都合により、第４項の規定により定められた週休日に勤務を命

ずる必要があるときは、あらかじめ当該週休日を勤務日に振り替え、代わりに勤務

日を週休日に変更（以下「週休日の振替等」という。）することができる。 

７ 前項の週休日の振替等は、原則として当該週休日の属する週（日曜日から土曜日

まで）において行うものとする。ただし、これにより難い場合は、正規職員の例に

よる。 

第２５ 短時間勤務会計年度任用職員の年次有給休暇は、別表第２に定めるとおりと

する。 

２ 年次有給休暇は、２０日（１週間ごとの勤務日の日数に応じて次の表のとおり）

を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。  

３ 年次有給休暇の取得は、１日を単位とする。ただし、特に必要があると認められ

区  分 週 5 日 

以上勤務 

週 4 日  

 

週 3 日  

 

週 2 日  

 

週 1 日  

 

繰越限度日数 ２０日 １６日 １２日 ８日 ４日 
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るときは、１時間を単位とすることができる。 

４ １時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日１日当た

りの勤務時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り

上げた時間）をもって１日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない

者にあっては、勤務日１日当たりの平均勤務時間（全勤務日の勤務時間の合計を

当該全勤務日の日数で除して得た時間（その時間に１時間未満の端数を生じたと

きは、これを１時間に切り上げた時間）をいう。）をもって１日とする。 

５ 短時間勤務会計年度任用職員は、年次有給休暇を得ようとするときは、休暇届に

より所属長に届け出なければならない。 

６ 年次有給休暇は、事前に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他や

むを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

７ 所属長は、短時間勤務会計年度任用職員から年次有給休暇の届出があった場合に

おいて、業務の正常な運営に支障があるときは、その事実を示し、他の日に変更

することができる。 

 【注意事項】 

・ 年次有給休暇は、任用期間の初日から取得することができる。 

 ・ 継続任用に該当するか否かは、その実態から判断するものとし、原則として任

用の空白期間が１箇月を超えている場合は、年次有給休暇の付与日数の判断にお

いて継続任用とみなされない。 

 ・ 職種、就業形態（１日の就業時間、週の就業日数等）等に変更があった場合で

も、上記に該当しないときは、年次有給休暇については、継続任用の取扱いとな

る。 

 ・ 継続任用の判断については、令和元年度までの臨時的任用職員としての年数は

引き継ぐが、令和元年度から令和２年度の年次有給休暇の繰り越しはできない。 

 ・ 継続任用の判断については、従前の非常勤特別職としての経験年数は考慮しな

い。＝令和２年４月に非常勤特別職から短時間勤務会計年度任用職員に移行した

者は、「１年目」扱いとする。 

 ・再任用職員から短時間勤務会計年度任用職員へ移行した職員については、２０日

（週４日勤務であった再任用職員は、１６日）を上限に繰り越しが可能とする。
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また、付与日数に係る継続任用の判断については、再任用職員等としての任用さ

れた期間も含める。 

 ・年次有給休暇の繰越しについて、１日未満の端数があるときは、これを切り捨て

た日数を繰越す。 

・任期は継続的に１年であるものの、学校の休業期間（夏休み等）により、一定の 

期間の勤務実績が想定されない場合は、年間の実勤務日数を４６週（５２週－６ 

週）で算出する（小数点未満切り捨て）。 

例：２００日÷４６＝４．３４≒４日 

 ・同一年度内で再度任用する場合についての年次有給休暇の付与については、個別

に協議し決定する。この場合、同一年度内の付与日数が２０日を超えない範囲で

付与することとする。 

 【ケース集】 

 ・ 児童厚生員の勤務時間は、上半期は７．５Ｈ勤務、下半期は７Ｈ勤務となる

が、当該勤務日を終日休んだ時の年休の取扱いは、その日の１日の勤務時間にか

かわらず、１日の年休取得とする。 

 ・ 市民館又は公民館の主事及び管理員は、従事日等によって勤務時間が異なる場

合があるが、（３時間勤務、４時間勤務、７時間勤務等）当該勤務日を終日休ん

だ時の年休の取扱いは、その日の１日の勤務時間にかかわらず、１日の年休取得

とする。 

 ・ １日の任用が５時間３０分の短時間勤務会計年度任用職員が、１時間休をとる

場合は、６時間（６回）で１日換算となる。 

・ 児童厚生員の勤務時間が上半期は７．５Ｈ勤務、下半期は７Ｈ勤務となる場

合で勤務は半期ごとに１０４日とした場合 

 （７．５Ｈ×１０４日）＋（７Ｈ×１０４日）÷２０８日＝７．２５Ｈ 

  ７．２５Ｈが１日当たりの平均勤務時間→８時間（８回）で１日換算 

・ 繰越しについて 

 [当該年度と翌年度の１週あたりの勤務日数が変更になった場合] 

令和２年度：週５日勤務、令和３年度：週４日勤務、令和４年度：週４日勤務 

令和２年度→令和３年度の繰越上限は、２０日 
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令和３年度→令和４年度の繰越上限は、１６日 

 [時間数を変更した場合] 

 令和２年４月１日～令和３年３月３１日  

一般事務補助員７Ｈ×５日/週、年休５日残り 

令和３年４月１日～令和４年３月３１日  

一般事務補助員６Ｈ×５日/週 

→年休５日を繰越す。（時間数の違いは考慮せず繰越す。） 

 [職種を変更した場合] 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日  

一般事務補助員５Ｈ×５日／週、年休５日残り 

令和３年４月１日～令和４年３月３１日  

軽作業員７.５Ｈ×５日／週 

→年休５日を繰り越す。（職種の違いは考慮せず繰越す。） 

（特別休暇、介護休暇及び介護時間） 

第２６ 会計年度任用職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間（以下「特別休暇等」

という。）は、別表第３に定めるとおりとする。特別休暇等の内容、付与の要件

は、国の非常勤職員の例による（人事院規則１５－１５（非常勤職員の勤務時間

及び休暇）。 

２ 第２５第４項の規定は、１時間を単位として使用した特別休暇等を日に換算する

場合について準用する。 

３ 第２５第５項及び第６項の規定は、第１項の特別休暇等の手続について準用す

る。 

４ 前２項に定めるもののほか、第１項の特別休暇等の手続等については、常勤の一

般職員に準ずる。 

■ その他の勤務条件等 

 （育児休業等） 

第２７ 東海市職員の育児休業等に関する条例（平成４年東海市条例第１６号）に基

づき、短時間勤務会計年度任用職員が、次に掲げる勤務期間等の一定条件の全てを

満たすときは育児休業を取得することができる。 
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  子が１歳６箇月に達する日まで（子の出生後８週間以内に育児休業を取得する

場合には８週間＋６月まで）に、その任期（再度の任用がなされる場合はその任

期）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に任用されないこと

が明らかでないこと。 

  １週間の勤務日が３日以上又は１年間の勤務日が１２１日以上であること。 

２ 短時間勤務会計年度任用職員は、育児短時間勤務は取得できない。 

３ 第１項各号に規定する条件及び１日の勤務時間が６時間１５分以上に該当する短

時間勤務会計年度任用職員は、自助努力をしても勤務時間のうち一部を休業とする

ことが必要と判断される場合は、育児部分休業を取得することができる。 

 （健康診断） 

第２８ 健康診断を受診することができる短時間勤務会計年度任用職員は、次に掲げ

るとおりとする。 

  １週間の就業時間が常勤職員の４分の３以上（週所定労働時間が２９．１時間

以上）の短時間勤務会計年度任用職員で当該任用期間が１年以上（見込みを含む。）

であるもの 

  週所定労働時間が２０時間以上の短時間勤務会計年度任用職員で当該任用期間

が１年以上（見込みを含む。）であり、健康診断の受診を希望するもの 

２ 任命権者は、前項に定めるもののほか、その短時間勤務会計年度任用職員の職に

応じ、随時、必要な健康診断、検査等を受けさせなければならない。 

 （ストレスチェック） 

第２９ ストレスチェックを受検する短時間勤務会計年度任用職員は、１週間の就業

時間が常勤職員の一般職の３／４以上（１週間の就業時間が２９．１時間以上）の

短時間勤務会計年度任用職員とする。 

 （男女雇用機会均等法に基づく措置） 

第３０ 短時間勤務会計年度任用職員は、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）に規定する次に掲げる措

置の適用を受ける。 

  職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 

  職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の
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措置 

  女性職員の妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 

 （退職の手続） 

第３１ 短時間勤務会計年度任用職員は、その意思に基づいて任用期間の途中で退職

する場合は、必ず退職願を所属長に提出しなければならない。 

 （社会保険、労働保険等） 

第３２ 任命権者は、関係法律等に基づき、短時間勤務会計年度任用職員の勤務条件

等が社会保険、厚生年金保険、雇用保険等の加入条件を満たすときは、加入させな

ければならない。 

２ 短時間勤務会計年度任用職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときは、

当該短時間勤務会計年度任用職員の所属に応じて、労働者災害補償保険法（昭和２

２年法律第５０号）又は東海市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例（昭和４４年東海市条例第２６号）により補償する。 

■ 人事評価 

（人事評価） 

第３３ 短時間勤務会計年度任用職員の人事評価は、短時間勤務会計年度任用職員に

関する評価実施方法によるものとする。なお、評価対象者は、原則当該年度の１月

１日現在在職し、当該年度の任用期間が３箇月以上となる短時間勤務会計年度任用

職員とする。 

■ その他 

 （任用計画の協議等） 

第３４ 所属長は、報酬等を予算に計上しようとするときは、短時間勤務会計年度任

用職員の任用計画について、あらかじめ職員課長と協議しなければならない。 

２ 所属長は、短時間勤務会計年度任用職員を任用しようとするときは、任用しよう

とする日前７日までに職員課長と協議しなければならない。 

 （事務担当） 

第３５ 短時間勤務会計年度任用職員の任用関係の事務、労務管理及び予算管理は、

所属課が行う。 

２ 短時間勤務会計年度任用職員の報酬支払に関する事務は、職員課が行う。ただ
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し、報酬に係る時間数の入力等は、所属課が行う。 

 （就業記録） 

第３６ 所属長は、短時間勤務会計年度任用職員の就業の状態を確認し、記録しなけ

ればならない。 

 （休業補償に係る報酬） 

第３７ 短時間勤務会計年度任用職員の任用期間中において、任命権者の責に帰すべ

き事由により休業した場合には、休業の日数に応じて、当該短時間勤務会計年度任

用職員の平均報酬（労働基準法第１２条に規定する平均賃金と同様の考えに基づく

もの）の１００分の６０に相当する金額を休業補償に係る報酬として支給する。 

 （委任） 

第３８ この要領に定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の任用について

必要な事項は、任命権者が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１６日改正） 

 この要領は、令和３年３月１６日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２２日改正） 

 この要領は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２２日改正） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月３０日改正） 

 この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３１日改正） 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月３０日改正） 

 この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日改正） 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月６日改正） 
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 この要領は、令和７年１月６日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日改正） 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１２月２３日改正） 

 この要領は、令和７年１２月２３日から施行する。 

附 則（令和８年４月１日改正） 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


